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学生相談室だより  東松山・板橋学生相談室 

特 集 『 大学生の生活に潜むリスク 』 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは 学生相談室です 

今年度も後期に入り、新入生は大学生活に慣れてきた頃ではないでしょうか。前期の緊張感と比べて気が緩み

やすい時期となり、今回の学生相談室だよりでは学生の皆さんに気を付けておいてほしいことを取り上げます。 

 

18 歳（成年）になったらできること 20 歳にならないとできないこと 

（これまでと変わらないこと） 

・選挙で投票ができる 

・親の同意がなくても契約できる 

（例）携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードを作る、

一人暮らしの部屋を借りる など 

・10年有効のパスポートを取得する 

・公認会計士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る 

・結婚 （男女とも 18歳で結婚可能に） 

etc・・・ 

・飲酒をする 

・喫煙をする 

・競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券を買う                           

etc… 

        

 

【参考】「18歳から“大人”に！成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。」政府広報オンライン から一部抜粋 

 

 
大学生がターゲットにされている…！？ 

  2022 年 4 月から成年（成人）年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられました。

18 歳になると選挙で投票ができるようになったほか、『親の同意を得なくても、自分

の意思で様々な契約ができる』という大きな変化があったことを知っていますか？ 

例えば携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードを作る、ロ

ーンを組むことなどができるようになりました。未成年が親の同意なく契約した場合

には解除することが可能ですが、成人であるみなさんの場合には正式な契約とみな

されることになります。 

なぜ、大学生が狙われるのか…？ 

以前は大学入学時の学生のほとんどは未成年で、大事な契約には親の同意が必要

だったため、親が監視して怪しい契約などを結ばないようにできました。こういった

保護があったので詐欺などのターゲットにされにくかったのです。しかし成人となっ

たことで親の同意なしに高額の支払いができるようになりました。加えて社会経験や

知識が少ない、同級生や先輩など人間関係を利用される、将来への不安を抱く心理

につけ込むことなどによって、詐欺のターゲットにされるようになりました。 

 



闇バイト・ブラックバイト

特殊詐欺（高齢者などを狙って高額の支払いをさせる）

のアルバイトなどが挙げられます。高額の給与に惹かれ、

詐欺に加担しているとは知らずに犯罪者として逮捕され

てしまうケースもあります。ブラックバイトとは、法外

な労働環境を強いるアルバイトのことです。

投資詐欺

「絶対に儲かる自動売買ツール」「投資サークル」を友人

や先輩など身近な人から紹介されて騙されるケースがあり

ます。最初は儲かっているように見せかけて信用させ、騙

されているとは気づかない人も。

セミナー・スクール

就活や起業のセミナー・スクールと称して、高額の参加

費支払いや商材を売りつけられることがあります。就活

セミナーという名目でエントリーシートの添削に数万円

請求されることも。

ネットワークビジネス

会員を増やしながら商品を売っていくことで、利益を出し

ていく手法のことです。余剰在庫を抱えたり、勧誘活動に

より人間関係に傷がつくことがあります。

架空請求

例えば、突然請求書が届いたり、ネットサーフィン中に

登録料を突然請求されたりすることが挙げられます。問

い合わせをすることで、強く支払いを求められることも

あるので注意が必要です。

 

どんなリスクがあるの？？ 

 最近はネットニュースや大学でも詐欺や手口について注意喚起をしています。どんなものがあるのか少し見て

いきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害に遭わないために ー 気を付けるポイント ー 

〇「うまい話には必ず裏がある」ことを認識： メリットだけのものなんてありません。良い内容だけの話には注意！ 

〇すぐに決断しない： その場から離れたり、他のことを考えたりして一旦冷静になりましょう 

〇周りの人に相談する： 客観的な意見をもらう他、人に話すと整理されて冷静になれます 

〇応じない・拒否する： 怪しいメッセージ・人には最初から応じず、不要な時にはきっぱりと拒否を表明しましょう 

☆こういった被害に遭ってしまった場合には大学の窓口や消費生活センターに相談しましょう 

 

相談先 ー おかしいな？変だな？と思った時には一人で抱えず、ご相談を！ ー 

消費者ホットライン 労働条件相談「ほっとライン」 学生相談室 / 学生支援課 

☎ 188 

近隣の消費生活センターを紹介しても

らえます。商品やサービスなどに関する

苦情や問合せなどの相談ができます。 

☎ 0120-811-610 

違法な時間外労働や賃金不払い、残業等

の問題について、専門の相談員が相談に

乗ってくれます。 

どこに、どう相談したらよいか悩むとき

には、大学の窓口へお越しください。今

の困りごとについてご一緒に整理した

り、相談先を探したりするお手伝いをし

ています。 
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